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�

フ
ラ
ン
ス
少
年
刑
事
司
法
法
典
―
二
〇
一
九
年

九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
―
（
四
）

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
（
訳
）

は
し
が
き

少
年
刑
事
司
法
法
典

前
文

　

序
編
：
少
年
刑
事
司
法
の
一
般
原
則

　
　

第
１
章
：�

少
年
に
適
用
さ
れ
る
刑
法
の
一
般
原
則
（
第
Ｌ
．
一
一
―

一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
一
―
五
条
）

　
　

第
２
章
：�

少
年
に
適
用
さ
れ
る
刑
事
手
続
の
一
般
原
則
（
第
Ｌ
．
一

二
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
二
―
六
条
）

　
　

第
３
章
：�

通
則
（
第
Ｌ
．
一
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
三
―
四
条
）

第
１
部
：
教
育
的
措
置
及
び
刑
罰

　

第
１
編
：
教
育
的
措
置

　
　

第
１
章
：�

通
則
（
第
Ｌ
．
一
一
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
一
一
―
六

条
）

　
　

第
２
章
：�

司
法
上
の
教
育
的
措
置
（
第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
条
乃
至
第

Ｌ
．
一
一
二
―
一
五
条
）

（88－1－13）

　
　

第
３
章
：�

収
容
制
度
（
第
Ｌ
．
一
一
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
一
三

―
七
条
）

　

第
２
編
：
刑
罰

　
　

第
１
章
：�

科
さ
れ
る
刑
罰
（
第
Ｌ
．
一
二
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一

二
一
―
七
条
）

　
　

第
２
章
：�

所
定
の
刑
罰
の
内
容
及
び
適
用
態
様
（
第
Ｌ
．
一
二
二
―

一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
二
二
―
六
条
）

　
　

第
３
章
：�

刑
罰
の
宣
告
（
第
Ｌ
．
一
二
三
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
一
二

三
―
二
条
）

　
　

第
４
章
：�

拘
禁
制
度
（
第
Ｌ
．
一
二
四
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
一
二
四

―
二
条
）�

（
以
上
86
巻
４
号
）

第
２
部
：
関
与
者
の
専
門
化

　

第
１
編
：�

検
察
官

　
　

単
独
章�（
第
Ｌ
．
二
一
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
二
一
一
―
三
条
）

　

第
２
編
：�

予
審
判
事

　
　

単
独
章
（
第
Ｌ
．
二
二
一
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
二
二
一
―
三
条
）

　

第
３
編
：
判
決
裁
判
所

　
　

単
独
章
（
第
Ｌ
．
二
三
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
二
三
一
―
一
〇
条
）

　

第
４
編
：
少
年
司
法
保
護
局

　
　

単
独
章
（
第
Ｌ
．
二
四
一
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
二
四
一
―
二
条
）

第
３
部
：
刑
事
手
続
の
各
段
階
に
共
通
す
る
規
定
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第
１
編
：
援
護
及
び
情
報
提
供
に
関
す
る
少
年
の
権
利

　
　

単
独
章
（
第
Ｌ
．
三
一
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
三
一
一
―
五
条
）

　

第
２
編
：
調
査
及
び
一
時
的
な
司
法
上
の
教
育
的
措
置

　
　

第
１
章
：�

通
則
（
第
Ｌ
．
三
二
一
―
一
条
）

　
　

第
２
章
：�
少
年
の
人
格
に
関
す
る
調
査
（
第
Ｌ
．
三
二
二
―
一
条
乃

至
第
Ｌ
．
三
二
二
―
一
〇
条
）

　
　

第
３
章
：�

一
時
的
な
司
法
上
の
教
育
的
措
置
（
第
Ｌ
．
三
二
三
―
一

条
乃
至
第
Ｌ
．
三
二
三
―
三
条
）

　

第
３
編
：
保
安
処
分

　
　

第
１
章
：�

司
法
統
制
処
分
（
第
Ｌ
．
三
三
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
三

三
一
―
七
条
）

　
　

第
２
章
：�

少
年
裁
判
所
の
令
状
執
行
（
第
Ｌ
．
三
三
二
―
一
条
及
び

第
Ｌ
．
三
三
二
―
二
条
）

　
　

第
３
章
：�

電
子
監
視
付
居
住
指
定
（
第
Ｌ
．
三
三
三
―
一
条
及
び
第

Ｌ
．
三
三
三
―
二
条
）

　
　

第
４
章
：�

勾
留
（
第
Ｌ
．
三
三
四
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
三
三
四
―
五

条
）�

（
以
上
87
巻
１
号
）

第
４
部
：
判
決
前
手
続

第
１
編
：
被
疑
少
年
の
尋
問

　

第
１
章
：
総
則
（
第
Ｌ
．
四
一
一
―
一
条
）

　
　

第
２
章
：�

任
意
出
頭
に
よ
る
尋
問�

（
第
Ｌ
．
四
一
二
―
一
条
及
び
第

Ｌ
．
四
一
二
―
二
条
）

　
　

第
３
章
：�

留
置
及
び
警
察
留
置
（
第
Ｌ
．
四
一
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．

四
一
三
―
一
五
条
）

　

第
２
編
：
公
訴

　
　

第
１
章
：
総
則
（
第
Ｌ
．
四
二
一
―
一
条
）

　
　

第
２
章
：�

訴
追
代
替
手
段
及
び
刑
事
和
解
（
第
Ｌ
．
四
二
二
―
一
条

乃
至
第
Ｌ
．
四
二
二
―
四
条
）

　
　

第
３
章
：�

公
訴
提
起
（
第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
四
二
三

―
一
三
条
）

　

第
３
編
：
司
法
上
の
調
査

　
　

第
１
章
：�

情
報
提
供
及
び
法
定
代
理
人
の
召
喚
（
第
Ｌ
．
四
三
一
―

一
条
乃
至
第
Ｌ
．
四
三
一
―
三
条
）

　
　

第
２
章
：�

司
法
上
の
措
置
と
し
て
の
教
育
的
調
査
及
び
一
時
的
な
司

法
上
の
教
育
的
措
置
（
第
Ｌ
．
四
三
二
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．

四
三
二
―
二
条
）

　
　

第
３
章
：�

保
安
処
分
（
第
Ｌ
．
四
三
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
四
三
三

―
八
条
）

　
　

第
４
章
：�

司
法
上
の
調
査
の
終
結
（
第
Ｌ
．
四
三
四
―
一
条
乃
至
第

Ｌ
．
四
三
四
―
一
一
条
）

　
　

第
５
章
：�

予
審
中
及
び
予
審
後
に
宣
告
さ
れ
る
命
令
に
対
す
る
抗

告
（
第
Ｌ
．
四
三
五
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
四
三
五
―
二
条
）
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�

（
以
上
87
巻
４
号
）

第
５
部
：
判
決

　

第
１
編
：
総
則

　
　

第
１
章
：�

審
理
（
第
Ｌ
．
五
一
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
一
一
―
五

条
）

　
　

第
２
章
：�
私
訴
（
第
Ｌ
．
五
一
二
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
一
二
―
四

条
）

　
　

第
３
章
：�

審
理
の
公
開
（
第
Ｌ
．
五
一
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
一

三
―
四
条
）

　

第
２
編
：
判
決
手
続

　
　

第
１
章
：�

少
年
係
判
事
及
び
少
年
裁
判
所
の
判
決
（
第
Ｌ
．
五
二
一

―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
七
条
）

　
　

第
２
章
：
少
年
重
罪
法
院
の
判
決
（
第
Ｌ
．
五
二
二
―
一
条
）

　

第
３
編
：
上
訴
手
段

　
　

第
１
章
：�

控
訴
（
第
Ｌ
．
五
三
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
三
一
―
四

条
）

　
　

第
２
章
：
故
障
申
立
（
第
Ｌ
．
五
三
二
―
一
条
）�

（
以
上
本
号
）

第
６
部
：
教
育
的
措
置
及
び
刑
罰
の
適
用
及
び
執
行

　

第
１
編
：
教
育
的
措
置
及
び
刑
罰
の
適
用

　
　

第
１
章
：�

教
育
的
措
置
及
び
刑
罰
を
適
用
す
る
裁
判
機
関
（
第
Ｌ
．

六
一
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
六
一
一
―
九
条
）

（88－1－15）

　
　

第
２
章
：�

刑
罰
適
用
の
審
理
（
第
Ｌ
．
六
一
二
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．

六
一
二
―
四
条
）

　
　

第
３
章
：
留
置
制
度

　

第
２
編
：
刑
の
修
正

　
　

単
独
章
：（
第
Ｌ
．
六
二
一
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
六
二
一
―
二
条
）

　

第
３
編
：
前
科
簿
及
び
そ
の
他
の
記
録
簿

　
　

第
１
章
：�

前
科
簿
（
第
Ｌ
．
六
三
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
六
三
一
―

四
条
）

　
　

第
２
章
：�

性
犯
罪
ま
た
は
暴
力
犯
罪
行
為
者
の
自
動
化
さ
れ
た
全
国

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
第
Ｌ
．
六
三
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
六

三
三
―
四
条
）

　
　

第
３
章
：�

テ
ロ
犯
罪
行
為
者
の
自
動
化
さ
れ
た
全
国
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
第
Ｌ
．
六
三
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
六
三
三
―
四
条
）

　
　

第
４
章
：
前
歴
フ
ァ
イ
ル
（
第
Ｌ
．
六
三
四
―
一
条
）

第
７
部
：
海
外
県
に
関
す
る
規
定

　

第
１
編
：�

グ
ア
ド
ル
ー
プ
、
仏
領
ギ
ア
ナ
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
、
マ
ヨ
ッ

ト
、
レ
ユ
ニ
オ
ン
、
サ
ン
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
、
サ
ン
マ
ル
タ
ン
、

サ
ン
ピ
エ
ー
ル
・
ミ
ク
ロ
ン
に
関
す
る
特
別
規
定

　
　

第
１
章
：�

マ
ヨ
ッ
ト
に
関
す
る
特
別
規
定
（
第
Ｌ
．
七
一
一
―
一
条

乃
至
第
Ｌ
．
七
一
一
―
三
条
）

　
　

第
２
章
：�

サ
ン
ピ
エ
ー
ル
・
ミ
ク
ロ
ン
に
関
す
る
特
別
規
定
（
第
Ｌ
．
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七
一
二
―
一
条
）

　

第
２
編
：�

ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
、
仏
領
ポ
リ
ネ
シ
ア
、
及
び
、
ウ
ォ
リ

ス
・
フ
ツ
ナ
島
に
適
用
さ
れ
る
規
定

　
　

第
１
章
：�

ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
に
適
用
さ
れ
る
規
定
（
第
Ｌ
．
七
二

一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
七
二
一
―
五
条
）

　
　

第
２
章
：�
仏
領
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
適
用
さ
れ
る
規
定
（
第
Ｌ
．
七
二
二

―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
七
二
二
―
三
条
）

　
　

第
３
章
：�

ウ
ォ
リ
ス
・
フ
ツ
ナ
島
に
適
用
さ
れ
る
規
定
（
第
Ｌ
．
七

二
三
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
七
二
三
―
三
条
）

第
５
部　

判
決

第
１
編　

総
則

第
１
章　

審
理

第
Ｌ
．
五
一
一
―
一
条
―
①
少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁
判
所
は
、

以
下
の
者
を
尋
問
す
る
。

一　

少
年
、

二　

証
人
、

三　

少
年
の
法
定
代
理
人
及
び
民
事
上
の
責
任
者
、

四　

少
年
が
委
託
さ
れ
て
い
る
ま
た
は
少
年
を
監
督
し
て
い
る
人
ま

た
は
機
関
、

五　

被
害
者
ま
た
は
私
訴
原
告
人
、

六　

共
和
国
検
事
。
但
し
、
審
理
が
執
務
室
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る

場
合
、
そ
の
出
席
は
義
務
的
で
は
な
い
。
共
和
国
検
事
が
出
席
せ
ず

に
第
Ｌ
．
一
二
一
―
四
条
に
示
さ
れ
る
刑
罰
の
内
の
一
つ
を
請
求
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
請
求
書
面
を
、
審
理
に
お
い
て
当
該
請
求

書
面
を
朗
読
す
る
少
年
係
判
事
に
送
付
す
る
。

七　

少
年
の
弁
護
人
。

②
少
年
ま
た
は
弁
護
人
は
常
に
審
理
の
最
後
に
発
言
す
る
権
利
を
有

す
る
。

第
Ｌ
．
五
一
一
―
二
条
―
少
年
係
判
事
、
少
年
裁
判
所
裁
判
長
及
び

違
警
罪
裁
判
所
裁
判
長
は
、
一
連
の
審
理
の
全
部
ま
た
は
一
部
の

間
、
少
年
に
退
廷
す
る
よ
う
、
い
つ
で
も
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｌ
．
五
一
一
―
三
条
―
少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁
判
所
裁
判
長

は
、
少
年
の
利
益
が
要
請
す
る
場
合
に
は
、
審
問
へ
の
召
喚
を
少
年

に
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
少
年
は
、
弁
護
人
ま
た

は
少
年
の
法
定
代
理
人
に
よ
り
代
理
さ
れ
る
。
決
定
は
、
対
審
に

よ
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
一
一
―
四
条
―
少
年
係
判
事
及
び
少
年
裁
判
所
は
、
簡
易

審
問
と
し
て
、
成
人
の
共
同
正
犯
者
ま
た
は
共
犯
者
を
尋
問
す
る
こ

（法政研究�88－1－16）
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と
が
で
き
る
。

第
Ｌ
．
五
一
一
―
五
条
―
少
年
裁
判
所
に
お
け
る
重
罪
に
関
す
る
審

理
の
進
行
は
、
軽
罪
に
関
す
る
も
の
と
同
様
の
規
則
に
従
う
。

第
２
章　

私
訴

第
Ｌ
．
五
一
二
―
一
条
―
①
審
問
に
お
い
て
、
私
訴
の
申
立
て
は
、

事
実
に
関
す
る
検
察
官
の
請
求
に
先
立
ち
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
ま
た
は
、
少
年
係
判
事
も
し
く
は
少
年
裁
判
所
が
教
育
的
試
験

観
察
の
手
続
に
従
い
裁
定
を
下
す
場
合
に
は
、
制
裁
に
関
す
る
検
察

官
の
請
求
に
先
立
ち
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
違
反
し
た
場
合
に

は
私
訴
の
申
立
て
は
受
理
さ
れ
な
い
。

②
刑
事
訴
訟
法
典
第
三
九
一
条
及
び
第
四
二
〇
条
に
よ
り
規
定
さ
れ

る
方
式
に
従
い
、
被
害
者
は
通
知
を
受
け
、
私
訴
原
告
人
は
召
喚
さ

れ
る
。
但
し
、
有
責
性
を
検
討
す
る
審
問
に
際
し
て
私
訴
に
関
し
て

裁
定
が
下
さ
れ
る
場
合
、
私
訴
原
告
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
通
じ

て
、
制
裁
の
言
渡
し
の
た
め
の
審
理
日
を
通
知
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
一
二
―
二
条
―
①
少
年
が
一
人
ま
た
は
複
数
の
成
人
と
同

一
の
事
由
に
つ
き
提
訴
さ
れ
る
場
合
、
成
人
に
対
し
て
管
轄
権
限
を

有
す
る
軽
罪
裁
判
所
ま
た
は
重
罪
法
院
は
、
全
て
の
責
任
者
に
対
す

る
私
訴
、
被
害
者
か
ら
の
提
訴
、
ま
た
は
、
少
年
係
判
事
も
し
く
は

少
年
裁
判
所
へ
の
移
送
に
つ
き
、
職
権
で
も
し
く
は
私
訴
原
告
人
の

請
求
に
よ
り
、
裁
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。

②
前
項
に
規
定
さ
れ
る
場
合
、
少
年
は
審
問
に
出
廷
せ
ず
、
法
定
代

理
人
の
み
が
出
廷
す
る
。
少
年
ま
た
は
法
定
代
理
人
に
よ
る
弁
護
人

の
選
任
が
な
い
場
合
、
職
権
に
よ
り
弁
護
人
が
一
名
任
命
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
一
三
―
二
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
一
三
―
四
条
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
。
少
年
の
有
責
性
に
つ
き
未
だ
裁
定
が
下
さ
れ
て
い
な
い
場

合
、
違
警
罪
裁
判
所
ま
た
は
重
罪
法
院
は
、
私
訴
に
関
す
る
裁
定
を

延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｌ
．
五
一
二
―
三
条
―
①
少
年
に
非
難
が
向
け
ら
れ
て
い
る
事
実

に
つ
き
少
年
が
有
罪
で
あ
る
こ
と
を
宣
告
さ
れ
た
後
に
、
及
び
、
必

要
に
応
じ
て
、
制
裁
に
関
し
て
裁
定
が
下
さ
れ
た
後
に
、
た
と
え
証

拠
調
べ
が
命
じ
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
私
訴
原
告
人
が
自
ら
の
請
求

の
証
拠
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
少
年
係
判
事
ま
た

は
少
年
裁
判
所
は
、
職
権
ま
た
は
共
和
国
検
事
も
し
く
は
当
事
者
の

請
求
に
基
づ
き
、
私
訴
に
関
す
る
裁
判
に
つ
き
事
案
を
後
日
に
移
送

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
延
期
は
、
そ
れ
が
私
訴
原
告
人
に
よ
り

請
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
然
に
延
期
さ
れ
る
。
こ
の
際
、
請
求
を

受
け
た
裁
判
所
は
、
私
訴
に
関
す
る
裁
定
を
行
う
審
問
の
期
日
を
確

（88－1－17）
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定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
審
問
へ
の
検
察
官
の
出
席
は
義
務

的
で
は
な
い
。

②
第
一
項
に
記
載
さ
れ
る
審
問
が
開
催
さ
れ
る
の
は
、
執
務
室
に
お

い
て
裁
定
を
下
す
少
年
係
判
事
の
面
前
か
、
裁
判
所
組
織
法
典
第

Ｌ
．
一
二
一
―
三
条
の
適
用
に
基
づ
き
、
裁
判
所
の
一
つ
ま
た
は
複

数
の
部
が
、
民
事
上
の
利
益
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
き
特
に
裁
判
権
を

有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
私
訴
原
告
人
に
よ
り
援
用
さ
れ
る
余
地
の

あ
る
損
害
の
重
大
性
、
並
び
に
、
損
害
の
評
価
及
び
そ
の
算
定
の
複

雑
性
に
照
ら
し
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
六
四
条
第
四
項
の
規
定
に
従
い

構
成
さ
れ
る
軽
罪
裁
判
所
の
面
前
で
あ
る
。

③
事
件
が
軽
罪
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
る
場
合
に
は
、
少
年
は
審
問
に

出
廷
せ
ず
、
少
年
の
法
定
代
理
人
の
み
が
出
廷
す
る
。
少
年
ま
た
は

法
定
代
理
人
に
よ
る
弁
護
人
の
選
任
が
な
い
場
合
に
は
、
職
権
に
よ

り
弁
護
人
が
任
命
さ
れ
る
。
第
Ｌ
．
五
一
三
―
二
条
乃
至
第
Ｌ
．
五

一
三
―
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
一
二
―
四
条
―
正
式
に
刑
事
訴
訟
法
上
の
召
喚（citation�

à�personne

）
が
な
さ
れ
た
少
年
の
民
事
上
の
責
任
者
が
、
出
廷
し

な
か
っ
た
場
合
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
四
一
〇
条
に
基
づ
き
、
送
達
す

べ
き
対
審
判
決
に
よ
り
判
決
が
下
さ
れ
る
。

第
３
章　

審
判
の
公
開

第
Ｌ
．
五
一
三
―
一
条
―
事
件
は
少
年
係
判
事
の
面
前
に
お
い
て
執

務
室
で
審
理
さ
れ
、
判
決
が
下
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
一
三
―
二
条
―
①
違
警
罪
裁
判
所
、
少
年
裁
判
所
及
び
少

年
重
罪
法
院
に
お
い
て
、
審
理
に
出
席
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
る
の

は
、
私
訴
原
告
人
で
あ
る
か
に
関
わ
ら
ず
被
害
者
、
事
件
の
証
人
、

少
年
の
法
定
代
理
人
、
少
年
の
民
事
上
の
責
任
者
、
第
Ｌ
．
三
一
一

―
一
条
に
明
示
さ
れ
る
適
切
な
成
人
、
少
年
の
親
族
、
少
年
が
委
託

さ
れ
て
い
る
人
ま
た
は
機
関
、
弁
護
士
会
の
構
成
員
、
及
び
、
少
年

を
監
督
す
る
た
め
に
任
命
さ
れ
た
機
関
の
職
員
の
み
で
あ
る
。

②
違
警
罪
裁
判
所
ま
た
は
少
年
裁
判
所
の
裁
判
長
は
、
い
つ
で
も
、

証
人
に
対
し
て
、
彼
ら
の
尋
問
の
後
、
退
廷
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。

③
判
決
は
、
少
年
が
出
席
す
る
公
開
の
法
廷
に
て
下
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
一
三
―
三
条
―
①
第
Ｌ
．
五
一
三
―
二
条
の
例
外
と
し

て
、
行
為
時
に
少
年
で
あ
り
、
違
警
罪
裁
判
所
ま
た
は
少
年
裁
判
所

に
お
け
る
審
判
の
開
始
日
に
成
人
と
な
っ
て
い
る
被
告
人
は
、
審
判

が
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
行
為
時
も
審

判
日
に
も
少
年
で
あ
る
別
の
被
告
人
が
い
る
場
合
、
ま
た
は
、
行
為

（法政研究�88－1－18）
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時
に
少
年
で
あ
り
審
判
日
に
成
人
と
な
っ
て
い
る
が
上
記
公
開
請
求

に
反
対
し
て
い
る
別
の
被
告
人
が
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は

な
い
。
当
該
請
求
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
四

〇
〇
条
の
規
定
が
裁
判
所
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
。

②
第
Ｌ
．
五
一
三
―
二
条
の
例
外
と
し
て
、
少
年
重
罪
法
院
は
、
行

為
時
少
年
で
あ
っ
た
被
訴
追
者
が
、
審
理
の
開
廷
日
に
成
人
と
な
っ

て
お
り
、
か
つ
、
被
訴
追
者
、
検
察
官
、
ま
た
は
、
別
の
被
告
人
が

審
理
の
公
開
の
請
求
を
な
す
場
合
に
は
、
少
年
重
罪
法
院
に
て
刑
事

訴
訟
法
第
三
〇
六
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
行
為
時
及
び
開
廷
日
に
少
年
で
あ
る
別
の
被
告
人
が
存

在
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
行
為
時
少
年
で
あ
っ
た
被
告
人
の
人
格
に

照
ら
し
、
被
告
人
の
利
益
の
た
め
に
、
審
理
の
非
公
開
が
必
要
不
可

欠
で
あ
る
場
合
、
少
年
重
罪
法
院
は
当
該
請
求
を
認
め
な
い
。
そ
の

他
の
場
合
に
は
、
法
院
は
、
社
会
の
利
益
、
被
告
人
の
利
益
及
び
私

訴
原
告
人
の
利
益
を
考
慮
し
、
検
察
官
及
び
私
訴
原
告
人
の
弁
護
人

の
聴
問
を
経
た
の
ち
、
上
訴
の
余
地
の
な
い
特
別
か
つ
理
由
を
付
し

た
決
定
に
よ
り
裁
定
を
下
す
。

第
Ｌ
．
五
一
三
―
四
条
―
①
少
年
に
対
し
管
轄
権
限
を
有
す
る
判
決

裁
判
所
に
お
い
て
な
さ
れ
た
審
理
の
記
録
に
つ
き
、
い
か
な
る
手
段

に
よ
る
公
開
も
禁
止
さ
れ
る
。

②
但
し
、
第
Ｌ
．
五
一
三
―
三
条
に
基
づ
き
審
判
が
公
開
さ
れ
る
場

合
、
審
理
の
記
録
は
公
開
の
対
象
と
な
る
が
、
当
事
者
に
よ
る
姓
名

の
特
定
へ
の
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
少
年
の
姓
名
は
イ
ニ
シ
ャ

ル
に
よ
っ
て
も
特
定
さ
れ
な
い
。

③
犯
罪
少
年
の
身
元
ま
た
は
人
格
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
文
章
若
し
く

は
あ
ら
ゆ
る
イ
ラ
ス
ト
に
つ
き
、
い
か
な
る
手
段
に
よ
る
公
開
も
同

様
に
禁
止
さ
れ
る
。

④
少
年
に
対
し
、
公
開
法
廷
で
下
さ
れ
る
判
決
は
公
表
さ
れ
る
が
、

少
年
の
姓
名
は
、
イ
ニ
シ
ャ
ル
に
よ
っ
て
も
、
特
定
さ
れ
な
い
。

⑤
前
四
項
の
違
反
は
全
て
、
一
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
る
。

⑥
本
条
に
規
定
さ
れ
る
犯
罪
が
、
新
聞
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
場
合
、

編
集
長
ま
た
は
発
行
人
は
、
公
開
と
い
う
行
為
の
み
に
よ
っ
て
、
第

四
項
（
第
五
項
の
誤
り
か
？
）
の
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
。
編
集

長
ま
た
は
出
版
社
が
な
い
場
合
に
は
、
著
者
が
、
著
者
が
い
な
い
場

合
に
は
、
印
刷
業
者
、
流
通
業
者
及
び
広
告
業
者
が
、
正
犯
者
と
し

て
訴
追
さ
れ
る
。
著
者
が
正
犯
者
と
し
て
訴
追
さ
れ
な
い
場
合
で

も
、
共
犯
者
と
し
て
訴
追
さ
れ
る
。

⑦
上
記
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
刑
法
典
第
一
二
一
―
六
条
及

び
一
二
一
―
七
条
が
適
用
さ
れ
う
る
者
は
全
て
、
共
犯
者
と
し
て
訴

追
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（88－1－19）
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第
２
編　

判
決
手
続

第
１
章　

少
年
係
判
事
及
び
少
年
裁
判
所
の
判
決

第
１
節　

総
則

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
条
―
第
Ｌ
．
四
二
三
―
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
、

ま
た
は
、
予
審
判
事
の
移
送
命
令
に
よ
り
事
案
が
係
属
さ
れ
る
場
合

を
除
き
、
少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁
判
所
は
、
教
育
的
試
験
観
察

手
続
に
従
い
裁
定
を
下
す
。
当
該
手
続
は
、
以
下
の
も
の
を
含
む
。

一　

有
責
性
を
審
理
す
る
公
判

二　

教
育
的
試
験
観
察
期
間
、

三　

制
裁
を
宣
告
す
る
公
判
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
条
―
①
第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
条
の
規
定
の
例
外

と
し
て
、
裁
判
所
は
、
審
理
に
出
席
し
て
い
る
当
事
者
の
意
見
を
聴

取
し
た
後
、
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
り
、
裁
判
所
が
少
年
の
人
格

に
関
し
十
分
に
調
査
さ
れ
て
お
り
、
教
育
的
試
験
観
察
の
期
間
を
開

始
す
る
必
要
が
な
い
と
評
価
す
る
場
合
に
は
、
一
回
限
り
の
審
理
で

少
年
の
有
責
性
及
び
制
裁
に
つ
き
裁
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。

②
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
方
式
に
よ
り
裁
定
を
下
す
裁
判
所
が
刑
罰

を
言
い
渡
せ
る
の
は
、
少
年
が
既
に
、
教
育
的
措
置
、
司
法
上
の
教

育
的
調
査
措
置
、
保
安
措
置
、
有
責
性
の
宣
告
、
ま
た
は
、
別
の
手

続
の
枠
組
み
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
刑
罰
の
対
象
と
な
っ
て
お

り
、
手
続
書
類
に
添
付
さ
れ
た
一
年
未
満
の
日
付
の
あ
る
報
告
書
の

理
由
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
三
条
―
①
事
案
が
裁
判
さ
れ
る
状
態
に
は
至
っ
て

い
な
い
と
裁
判
所
が
評
価
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
職
権
に
よ
り
、

ま
た
は
、
当
事
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
三
カ
月
を
超
え
え
な
い
次
の

審
理
に
事
案
を
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
、
必
要
に
応
じ
て
、
情
報
の

補
充
を
行
う
た
め
の
少
年
係
判
事
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
刑

事
訴
訟
法
典
第
四
六
三
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

②
裁
判
所
は
、
事
案
の
移
送
を
命
じ
る
に
際
し
て
、
特
別
に
理
由
を

付
し
た
決
定
に
よ
り
、
一
時
的
な
教
育
的
措
置
、
及
び
、
保
安
措
置

の
言
渡
し
、
維
持
、
ま
た
は
、
修
正
に
つ
き
裁
定
を
下
す
。

③
少
年
が
訴
訟
の
原
因
と
な
る
事
由
の
た
め
に
勾
留
に
付
さ
れ
て
い

る
場
合
、
有
責
性
に
関
す
る
判
決
、
及
び
、
必
要
な
場
合
、
制
裁
に

関
す
る
判
決
は
、
裁
判
所
へ
の
最
初
の
召
喚
の
日
か
ら
一
か
月
以
内

に
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
職
権
に
よ
り
少

年
が
保
釈
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
四
条
―
①
軽
罪
の
擬
律
に
基
づ
き
付
託
さ
れ
た
事

実
が
重
罪
刑
を
生
じ
さ
せ
る
性
質
を
帯
び
て
い
る
場
合
、
裁
判
所

は
、
管
轄
権
限
を
も
つ
裁
判
機
関
に
提
訴
す
る
べ
く
検
察
官
に
指
示

（法政研究�88－1－20）
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し
、
検
察
官
は
熟
慮
決
定
を
行
う
。

②
少
年
が
司
法
統
制
処
分
、
電
子
監
視
付
居
住
指
定
に
付
さ
れ
て
い

る
場
合
、
ま
た
は
、
一
時
的
な
教
育
的
措
置
を
受
け
て
い
る
場
合
に

は
、
裁
判
所
は
一
か
月
間
の
措
置
の
延
長
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。
裁
判
所
は
、
司
法
上
の
予
審
の
開
始
ま
で
、
一
時
的
な
教
育
的

措
置
及
び
保
安
措
置
の
監
督
及
び
統
制
を
確
保
す
る
た
め
、
管
轄
権

限
を
維
持
す
る
。
七
日
以
内
に
予
審
判
事
へ
事
案
が
係
属
さ
れ
な
い

場
合
に
は
、
措
置
は
失
効
す
る
。

③
第
Ｌ
．
四
二
三
―
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
事
案
が
係
属
さ
れ
る
場

合
、
少
年
裁
判
所
は
、
少
年
の
勾
留
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま

た
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
四
六
九
条
に
規
定
さ
れ
る
条
件
に
基
づ
き

勾
留
状
も
し
く
は
逮
捕
状
を
発
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
五
条
―
①
裁
判
所
は
、
事
案
の
複
雑
性
が
徹
底
し

た
補
充
調
査
を
必
要
と
し
て
い
る
と
評
価
す
る
場
合
、
共
和
国
検
事

に
一
件
書
類
を
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
少
年
が
司
法
統
制
処
分
、
電
子
監
視
付
居
住
指
定
に
付
さ
れ
て
い

る
場
合
、
ま
た
は
、
一
時
的
な
教
育
的
措
置
を
受
け
て
い
る
場
合
に

は
、
裁
判
所
は
一
か
月
間
の
措
置
の
延
長
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。
裁
判
所
は
、
司
法
上
の
予
審
の
開
始
ま
で
、
一
時
的
な
教
育
的

措
置
及
び
保
安
措
置
の
監
督
及
び
統
制
を
確
保
す
る
た
め
の
管
轄
権

限
を
維
持
す
る
。
七
日
以
内
に
予
審
判
事
へ
事
案
が
係
属
さ
れ
な
い

場
合
に
は
、
措
置
は
失
効
す
る
。

③
少
年
が
勾
留
さ
れ
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第

三
九
七
―
二
条
第
三
項
の
条
件
に
従
い
予
審
判
事
の
面
前
へ
の
召
喚

ま
で
、
拘
禁
を
維
持
す
る
か
に
つ
き
あ
ら
か
じ
め
裁
定
を
下
す
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
六
条
―
判
決
は
、
審
問
の
後
、
遅
く
と
も
一
か
月

以
内
に
言
い
渡
さ
れ
る
が
、
特
別
な
複
雑
性
を
呈
し
て
い
る
事
案
の

場
合
は
除
く
。

�

（
大
貝
葵
）

第
２
節　

教
育
的
試
験
観
察
手
続

第
１
款　

有
責
性
を
審
理
す
る
公
判

第
Ｌ
．
五
二
一
―
七
条
―
有
責
性
を
審
理
す
る
公
判
に
お
い
て
、
裁

判
機
関
は
、
少
年
の
有
責
性
、
及
び
、
必
要
な
場
合
、
私
訴
に
つ
い

て
裁
定
を
下
す
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
八
条
―
①
少
年
係
判
事
は
、
少
年
の
人
格
、
ま
た

は
、
事
件
の
重
大
性
も
し
く
は
複
雑
性
が
そ
れ
を
正
当
化
す
る
場

合
、
職
権
で
、
ま
た
は
、
共
和
国
検
事
も
し
く
は
少
年
の
請
求
に
基

づ
き
、
事
件
を
少
年
裁
判
所
の
有
責
性
を
審
理
す
る
公
判
に
移
送
す

（88－1－21）



資　料

22

る
こ
と
が
で
き
る
。

②
こ
の
移
送
決
定
は
、
上
訴
の
余
地
の
な
い
、
司
法
行
政
措
置

（m
esure�d'adm

inistration�judiciaire

）
を
構
成
す
る
。

③
少
年
係
判
事
は
、
事
件
の
移
送
を
命
じ
る
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
、

特
別
に
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
っ
て
、
司
法
上
の
一
時
的
教
育
的

措
置
、
ま
た
は
、
司
法
統
制
処
分
も
し
く
は
電
子
監
視
付
居
住
指
定

の
宣
告
、
維
持
ま
た
は
修
正
に
つ
き
裁
定
を
下
す
。

④
一
〇
日
以
降
二
ヶ
月
以
内
に
設
定
さ
れ
る
、
少
年
裁
判
所
の
公
判

へ
の
召
喚
は
、
刑
訴
法
上
の
召
喚
に
相
当
し
、
書
記
官
に
よ
っ
て
在

廷
す
る
当
事
者
に
通
知
さ
れ
る
。
在
廷
し
て
い
な
い
ま
た
は
代
理
さ

れ
て
い
な
い
当
事
者
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
五
五
〇
条
乃
至
第
五
六

六
条
の
諸
規
定
に
従
っ
て
召
喚
さ
れ
、
被
害
者
に
は
そ
の
旨
通
知
さ

れ
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
九
条
―
①
裁
判
機
関
は
、
少
年
に
対
し
非
難
が
向

け
ら
れ
て
い
る
行
為
に
つ
き
有
責
性
を
宣
告
す
る
場
合
、
教
育
的
試

験
観
察
を
開
始
し
、
こ
の
期
間
に
少
年
が
服
す
る
第
Ｌ
．
五
二
一
―

一
四
条
に
挙
げ
ら
れ
る
措
置
に
つ
き
裁
定
を
下
し
、
制
裁
の
宣
告
を

後
の
審
理
に
付
託
す
る
。
教
育
的
試
験
観
察
は
、
制
裁
を
宣
告
す
る

公
判
ま
で
継
続
す
る
。

②
第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
二
条
の
諸
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除

き
、
裁
判
機
関
は
、
そ
の
判
決
に
お
い
て
、
有
責
性
の
宣
告
か
ら

六
ヶ
月
以
降
一
〇
ヶ
月
以
内
に
、
少
年
係
判
事
の
下
で
、
ま
た
は
、

少
年
の
人
格
、
も
し
く
は
、
事
件
の
重
大
性
も
し
く
は
複
雑
性
が
そ

れ
を
正
当
化
す
る
場
合
、
管
轄
地
域
の
少
年
裁
判
所
の
下
で
行
わ
れ

る
、
制
裁
を
宣
告
す
る
公
判
の
期
日
を
確
定
す
る
。
在
廷
し
て
い
な

い
ま
た
は
代
理
さ
れ
て
い
な
い
当
事
者
は
、
こ
の
公
判
に
つ
き
、
刑

事
訴
訟
法
典
第
五
五
〇
条
乃
至
第
五
六
六
条
の
諸
規
定
に
従
っ
て
召

喚
さ
れ
、
被
害
者
に
は
そ
の
旨
通
知
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
〇
条
―
裁
判
機
関
は
、
有
責
性
を
審
理
す
る
公

判
の
際
、
少
年
が
本
件
に
つ
き
宣
告
さ
れ
た
司
法
統
制
処
分
上
の
義

務
の
不
遵
守
を
確
認
し
た
場
合
、
第
Ｌ
．
三
三
四
―
四
条
ま
た
は
第

Ｌ
．
三
三
四
―
五
条
の
条
件
が
充
足
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
一
ヶ

月
を
超
え
な
い
期
間
、
勾
留
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
一
条
―
①
第
Ｌ
．
五
二
一
―
九
条
の
諸
規
定
に

反
し
て
、
裁
判
機
関
は
、
裁
定
を
下
す
日
に
、
先
の
行
為
に
つ
き
教

育
的
試
験
観
察
期
間
が
進
行
中
で
あ
る
と
確
認
す
る
場
合
、
理
由
を

付
し
た
こ
れ
に
反
す
る
決
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
少
年
が
有
責
と

宣
告
さ
れ
る
新
た
な
行
為
に
つ
き
教
育
的
試
験
観
察
を
開
始
し
な

い
。
進
行
中
の
試
験
観
察
は
、
こ
の
新
た
な
行
為
に
及
ぶ
。

（法政研究�88－1－22）
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②
裁
判
機
関
は
、
職
権
で
、
ま
た
は
、
共
和
国
検
事
も
し
く
は
少
年

の
請
求
に
基
づ
き
、
少
年
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
措
置
を
少
年
の
成

長
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
裁
判
機
関
は
、
制
裁
を
宣
告
す
る
た
め
、
先
の
行
為
の
制
裁
を
宣

告
す
る
た
め
に
既
に
設
定
さ
れ
た
公
判
に
、
そ
れ
が
遅
く
と
も
一
〇

日
以
内
に
開
か
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
少
年
を
付
託
す
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
二
条
―
①
少
年
に
対
し
非
難
が
向
け
ら
れ
て
い

る
行
為
に
つ
き
有
責
性
を
宣
告
し
、
教
育
的
試
験
観
察
の
開
始
を
命

じ
る
裁
判
機
関
は
、
少
年
、
少
年
の
親
ま
た
は
法
定
代
理
人
の
居
所

に
基
づ
き
管
轄
を
有
す
る
少
年
係
判
事
の
た
め
、
自
ら
の
裁
判
権
を

放
棄
し
う
る
。

②
同
一
の
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
権
を
放
棄
す
る
裁
判
機
関
が
、
関

係
す
る
少
年
の
一
人
に
つ
き
管
轄
を
保
持
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
複

数
の
少
年
係
判
事
の
た
め
に
裁
判
権
を
放
棄
す
る
場
合
、
一
件
書
類

は
、
分
離
さ
れ
る
。

③
裁
判
権
放
棄
の
決
定
は
、
上
訴
の
余
地
の
な
い
、
司
法
行
政
措
置

を
構
成
す
る
。

第
２
款　

教
育
的
試
験
観
察
期
間

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
三
条
―
教
育
的
試
験
観
察
中
の
少
年
の
監
督

は
、
少
年
係
判
事
の
統
制
下
で
行
わ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
四
条
―
①
教
育
的
試
験
観
察
の
枠
内
で
、
以
下

の
措
置
が
命
じ
ら
れ
う
る
。

一　

医
学
的
ま
た
は
心
理
学
的
鑑
定
、

二　

司
法
上
の
教
育
的
調
査
措
置
、

三　

第
三
部
第
二
編
第
三
章
に
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
で
か
つ
そ
の

態
様
に
従
っ
た
、
司
法
上
の
一
時
的
教
育
的
措
置
、

四　

第
三
部
第
三
編
に
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
で
か
つ
そ
の
態
様
に

従
っ
た
、
司
法
統
制
処
分
、
ま
た
は
電
子
監
視
付
居
住
指
定
。

②
先
に
解
除
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
ら
の
一
時
的
措
置
は
、
決

定
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
期
日
に
満
了
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
制
裁

に
関
す
る
判
決
の
宣
告
時
に
終
了
す
る
。

③
本
条
の
適
用
に
よ
り
下
さ
れ
る
決
定
は
、
仮
執
行
力
を
有
し
、
控

訴
の
対
象
と
な
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
五
条
―
教
育
的
試
験
観
察
中
、
そ
れ
が
新
た
な

行
為
に
ま
で
及
ぶ
場
合
も
含
め
て
、
少
年
係
判
事
は
、
常
時
、
職
権

で
、
ま
た
は
、
少
年
も
し
く
は
少
年
の
弁
護
人
、
も
し
く
は
、
共
和

国
検
事
の
請
求
に
基
づ
き
、
司
法
上
の
一
時
的
教
育
的
措
置
ま
た
は

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
四
条
に
挙
げ
ら
れ
る
保
安
的
措
置
を
命
じ
、
修

（88－1－23）
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正
し
ま
た
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
六
条
―
①
少
年
係
判
事
は
、
教
育
的
試
験
観
察

中
の
事
件
に
際
し
、
少
年
に
対
し
て
召
喚
状
を
発
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

②
少
年
が
教
育
的
試
験
観
察
中
に
司
法
統
制
処
分
上
の
義
務
及
び
禁

止
に
違
反
し
た
際
、
少
年
係
判
事
は
、
同
様
に
、
少
年
に
対
し
て
、

勾
引
状
、
ま
た
は
、
少
年
が
逃
走
も
し
く
は
海
外
に
居
住
す
る
場
合

に
は
、
逮
捕
状
を
発
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
刑
事
訴
訟

法
典
第
一
二
三
条
乃
至
第
一
三
四
条
の
諸
規
定
に
従
い
行
わ
れ
る
。

③
令
状
の
執
行
に
よ
り
留
置
さ
れ
る
少
年
は
、
第
Ｌ
．
三
三
二
―
一

条
に
定
め
ら
れ
る
権
利
を
享
受
す
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
七
条
―
①
教
育
的
試
験
観
察
の
枠
内
で
少
年
を

監
督
す
る
任
を
負
う
少
年
係
判
事
は
、
少
年
、
少
年
の
親
ま
た
は
法

定
代
理
人
の
居
所
に
基
づ
き
管
轄
を
有
す
る
少
年
係
判
事
の
た
め
、

自
ら
の
裁
判
権
を
放
棄
し
う
る
。

②
同
一
の
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
権
を
放
棄
す
る
少
年
係
判
事
が
、

関
係
す
る
少
年
の
一
人
に
つ
き
管
轄
を
保
持
す
る
場
合
、
ま
た
は
、

複
数
の
少
年
係
判
事
の
た
め
に
裁
判
権
を
放
棄
す
る
場
合
、
一
件
書

類
は
、
分
離
さ
れ
る
。

③
裁
判
権
放
棄
の
命
令
は
、
上
訴
の
余
地
の
な
い
、
司
法
行
政
措
置

を
構
成
す
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
八
条
―
①
第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
二
条
及
び
第
Ｌ
．

五
二
一
―
一
七
条
の
諸
規
定
の
適
用
に
よ
り
裁
判
権
放
棄
を
受
け
た

少
年
係
判
事
は
、
教
育
的
試
験
観
察
中
、
少
年
の
監
督
を
統
制
す
る

権
限
を
有
す
る
。

②
少
年
係
判
事
は
、
共
和
国
検
事
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
第
Ｌ
．

五
二
一
―
九
条
第
二
項
に
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
で
行
わ
れ
る
制
裁

宣
告
の
公
判
に
少
年
を
召
喚
す
る
。
当
事
者
は
、
こ
の
公
判
に
つ
き
、

刑
事
訴
訟
法
典
第
五
五
〇
条
乃
至
第
五
六
六
条
の
諸
規
定
に
従
っ
て

召
喚
さ
れ
、
被
害
者
に
は
そ
の
旨
通
知
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
九
条
―
①
教
育
的
試
験
観
察
中
、
少
年
の
状
況

の
展
開
が
そ
れ
を
正
当
化
す
る
場
合
、
少
年
係
判
事
は
、
第
Ｌ
．
五

二
一
―
九
条
第
二
項
に
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
新
た
な
公
判

が
遅
く
と
も
一
〇
日
以
内
に
開
か
れ
る
場
合
に
限
り
、
制
裁
宣
告
の

公
判
期
日
、
ま
た
は
、
先
に
設
定
さ
れ
た
付
託
裁
判
機
関
を
修
正
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
少
年
裁
判
所
が
、
有
責
性
を
審
理
す
る

公
判
の
際
、
制
裁
の
宣
告
を
少
年
裁
判
所
の
審
理
の
一
つ
に
付
託
し

た
場
合
、
少
年
係
判
事
は
、
付
託
裁
判
機
関
の
指
定
を
修
正
す
る
こ

（法政研究�88－1－24）
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と
が
で
き
な
い
。

②
そ
の
際
、
当
事
者
は
そ
の
旨
通
知
さ
れ
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
五
五

〇
条
乃
至
第
五
六
六
条
の
諸
規
定
に
従
っ
て
新
た
な
公
判
に
召
喚
さ

れ
る
。

③
公
判
期
日
の
修
正
ま
た
は
手
続
の
方
針
の
決
定
は
、
上
訴
の
余
地

の
な
い
、
司
法
行
政
措
置
を
構
成
す
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
〇
条
―
①
少
年
が
自
ら
に
課
さ
れ
る
司
法
統
制

処
分
ま
た
は
電
子
監
視
付
居
住
指
定
を
遵
守
し
な
い
場
合
、
少
年
係

判
事
は
、
職
権
で
、
ま
た
は
、
共
和
国
検
事
の
請
求
に
基
づ
き
、
進

行
中
の
教
育
的
試
験
観
察
の
手
続
に
含
ま
れ
る
違
反
の
全
て
に
つ

き
、
教
育
的
試
験
観
察
の
終
了
前
一
〇
日
以
上
の
期
間
を
置
い
て
、

制
裁
宣
告
の
公
判
の
た
め
、
少
年
を
少
年
裁
判
所
に
召
喚
す
る
旨
決

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
当
事
者
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
五
五
〇
条
乃
至
第
五
六
六
条
の
諸

規
定
に
従
っ
て
召
喚
さ
れ
、
被
害
者
に
は
そ
の
旨
通
知
さ
れ
る
。

③
必
要
な
場
合
、
制
裁
の
宣
告
の
た
め
に
当
初
設
定
さ
れ
た
公
判
期

日
は
、
取
り
消
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
一
条
―
①
少
年
係
判
事
は
、
職
権
で
、
ま
た
は
、

共
和
国
検
事
の
請
求
に
基
づ
き
、
第
Ｌ
．
三
三
四
―
四
条
及
び
第
Ｌ
．

三
三
四
―
五
条
の
諸
規
定
の
適
用
に
よ
り
、
司
法
統
制
処
分
を
取
り

消
し
及
び
勾
留
を
課
す
た
め
、
少
年
を
対
審
に
召
喚
す
る
旨
決
定
す

る
場
合
、
同
様
に
、
少
年
の
弁
護
人
、
法
定
代
理
人
、
及
び
、
司
法

統
制
処
分
が
委
託
さ
れ
る
機
関
を
召
喚
し
、
共
和
国
検
事
に
そ
の
旨

通
知
す
る
。

②
少
年
は
、
決
定
が
対
審
の
後
で
し
か
下
さ
れ
え
ず
、
少
年
に
は
自

己
の
防
御
を
準
備
す
る
た
め
に
一
定
の
期
間
を
要
求
す
る
権
利
が
あ

る
旨
、
告
知
さ
れ
る
。

③
少
年
ま
た
は
そ
の
弁
護
人
が
少
年
の
防
御
を
準
備
す
る
た
め
の
期

間
を
要
求
す
る
場
合
、
少
年
係
判
事
は
、
共
和
国
検
事
、
少
年
、
そ

の
弁
護
人
、
及
び
、
必
要
な
場
合
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
所
見
を
収

集
し
た
後
、
四
日
以
内
に
開
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
次
回
公
判
へ

の
移
送
を
命
じ
、
移
送
を
決
定
し
た
公
判
に
在
廷
し
て
い
な
か
っ
た

法
定
代
理
人
は
、
次
回
公
判
に
召
喚
さ
れ
る
。
次
回
公
判
ま
で
の
間
、

少
年
係
判
事
は
、
控
訴
の
余
地
の
な
い
、
理
由
を
付
し
た
命
令
に

よ
っ
て
、
少
年
の
た
め
に
専
門
化
さ
れ
た
行
刑
施
設
、
ま
た
は
、
最

も
近
い
少
年
区
画
を
備
え
た
行
刑
施
設
に
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
四

就
業
日
を
超
え
な
い
定
め
ら
れ
た
期
間
、
少
年
の
収
容
を
命
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。
少
年
の
収
容
に
続
く
四
日
以
内
に
対
審
が
行
わ
れ
な

い
場
合
、
少
年
は
、
他
の
理
由
で
拘
禁
さ
れ
な
い
限
り
、
釈
放
さ
れ

る
。
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④
対
審
の
間
及
び
審
理
が
延
期
さ
れ
て
い
る
間
、
少
年
係
判
事
は
、

少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
の
意
見
を
収
集
し
、
共
和
国
検
事
の
請

求
、
並
び
に
、
少
年
及
び
そ
の
弁
護
人
並
び
に
正
式
に
召
喚
さ
れ
た

法
定
代
理
人
の
所
見
を
聴
取
し
た
後
、
少
年
の
勾
留
に
つ
い
て
裁
定

を
下
す
。
こ
の
決
定
は
、
仮
執
行
力
を
有
し
、
控
訴
の
対
象
と
な
る
。

⑤
対
審
ま
で
の
間
に
宣
告
さ
れ
た
一
時
的
収
容
の
期
間
は
、
勾
留
の

総
期
間
に
算
入
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
二
条
―
①
教
育
的
試
験
観
察
の
間
、
第
Ｌ
．
五

二
一
―
二
一
条
に
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
司
法
統
制
処
分
の

取
消
を
宣
告
す
る
少
年
係
判
事
は
、
一
ヶ
月
を
超
え
な
い
期
間
、
少

年
に
勾
留
を
命
じ
る
。

②
少
年
は
、
教
育
的
試
験
観
察
の
同
一
の
期
間
に
関
す
る
手
続
の
枠

内
で
、
二
つ
以
上
の
司
法
統
制
処
分
取
消
の
対
象
と
は
な
り
え
な

い
。

③
教
育
的
試
験
観
察
の
同
一
の
期
間
内
に
お
け
る
二
度
目
の
勾
留
に

際
し
、
少
年
は
、
教
育
的
試
験
観
察
の
同
一
の
期
間
に
関
す
る
手
続

全
体
に
つ
き
、
制
裁
を
宣
告
す
る
公
判
の
た
め
、
当
初
設
定
さ
れ
た

制
裁
宣
告
の
公
判
期
日
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
期
日

は
取
り
消
さ
れ
、
対
審
か
ら
一
〇
日
以
上
の
期
間
を
置
い
て
、
少
年

裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
う
る
。
少
年
裁
判
所
で
制
裁
を
宣
告
す
る
公
判

が
少
年
の
収
容
に
続
く
一
ヶ
月
以
内
に
開
か
れ
な
い
場
合
、
対
象
者

は
、
他
の
理
由
で
拘
禁
さ
れ
な
い
限
り
、
釈
放
さ
れ
る
。

④
当
事
者
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
五
五
〇
条
乃
至
第
五
六
六
条
の
諸

規
定
に
従
っ
て
、
第
三
項
に
挙
げ
ら
れ
る
公
判
に
召
喚
さ
れ
、
被
害

者
に
は
そ
の
旨
通
知
さ
れ
る
。

⑤
教
育
的
試
験
観
察
の
間
に
宣
告
さ
れ
た
勾
留
の
期
間
は
、
制
裁
を

宣
告
す
る
公
判
に
お
い
て
少
年
裁
判
所
に
よ
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
は

宣
告
さ
れ
る
拘
禁
刑
の
期
間
に
算
入
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
三
条
―
①
教
育
的
試
験
観
察
の
間
、
勾
留
に
付

さ
れ
る
少
年
及
び
そ
の
弁
護
人
は
、
常
時
、
少
年
の
釈
放
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
請
求
は
、
少
年
係
判
事
に
対
し
て
な
さ

れ
、
少
年
係
判
事
は
、
直
ち
に
、
共
和
国
検
事
に
請
求
の
た
め
一
件

書
類
を
送
付
す
る
。
少
年
係
判
事
は
、
共
和
国
検
事
へ
の
送
付
に
続

く
五
日
以
内
に
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
一
四
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項

に
よ
っ
て
自
由
と
拘
禁
判
事
に
付
与
さ
れ
た
権
限
を
行
使
し
て
、
裁

定
を
下
す
。

②
少
年
係
判
事
に
よ
っ
て
第
一
項
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に

裁
定
が
下
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
少
年
は
、
控
訴
院
少
年
特
別
部
に

申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
控
訴
院
少
年
特
別
部
が
、
検
事
長
の
書

面
に
よ
る
理
由
を
付
さ
れ
た
請
求
に
基
づ
き
、
付
託
か
ら
五
日
以
内
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に
決
定
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
請
求
に
関
す
る
精
査
が
命
じ
ら
れ
な
い

限
り
、
少
年
は
職
権
で
釈
放
さ
れ
る
。

第
三
款　

制
裁
を
宣
告
す
る
公
判

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
四
条
―
制
裁
を
宣
告
す
る
公
判
に
お
い
て
、
裁

判
機
関
は
、
制
裁
、
及
び
、
必
要
な
場
合
、
私
訴
に
つ
い
て
裁
定
を

下
す
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
五
条
―
裁
判
機
関
は
、
同
一
の
少
年
に
対
し
て

開
始
さ
れ
た
複
数
の
手
続
が
付
託
さ
れ
る
場
合
、
職
権
で
、
ま
た
は
、

共
和
国
検
事
も
し
く
は
当
事
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
制
裁
を
宣
告
す

る
公
判
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
手
続
の
併
合
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
３
節　

即
日
判
決
の
手
続

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
六
条
―
裁
判
機
関
は
、
第
Ｌ
．
四
二
三
―
四
条

第
三
項
の
適
用
に
よ
り
、
ま
た
は
、
予
審
判
事
の
移
送
命
令
に
よ
っ

て
付
託
さ
れ
る
場
合
、
有
責
性
及
び
制
裁
に
関
し
一
回
の
公
判
で
裁

定
を
下
す
。

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
七
条
―
①
第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
六
条
に
挙
げ
ら

れ
る
条
件
に
お
い
て
付
託
さ
れ
る
裁
判
機
関
は
、
在
廷
す
る
当
事
者

の
所
見
を
収
集
し
た
後
、
少
年
の
人
格
及
び
少
年
の
成
長
の
見
通
し

に
鑑
み
、
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
っ
て
、
教
育
的
試
験
観
察
の
手

続
に
従
い
裁
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
決
定
は
、
試
験
観
察
期
間

の
計
画
に
言
及
す
る
。

②
少
年
は
、
拘
禁
下
で
出
頭
す
る
場
合
、
釈
放
さ
れ
る
。

第
２
章　

少
年
重
罪
法
院
の
判
決

第
Ｌ
．
五
二
二
―
一
条
―
①
被
告
人
の
尋
問
の
後
、
少
年
重
罪
法
院

の
裁
判
長
は
、
常
時
、
少
年
被
告
人
が
審
理
の
全
部
ま
た
は
一
部
に

つ
き
退
廷
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
少
年
被
告
人
に
関
し
て
、
裁
判
長
は
、
次
の
二
つ
の
質
問
を
提
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
欠
く
場
合
、
無
効
と
な
る
。

一　

被
告
人
に
は
刑
事
有
罪
判
決
を
受
け
る
理
由
が
あ
る
か
？

二　

被
告
人
を
第
Ｌ
．
一
二
一
―
五
条
及
び
第
Ｌ
．
一
二
一
―
六
条

に
定
め
ら
れ
る
刑
罰
軽
減
の
恩
恵
か
ら
排
除
す
る
理
由
が
あ
る
か
？
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第
３
編　

上
訴
手
段

第
１
章　

控
訴

第
１
節　

総
則

第
Ｌ
．
五
三
一
―
一
条
―
少
年
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
る
違
警
罪
裁
判

所
、
少
年
係
判
事
及
び
少
年
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
は
、
控

訴
院
少
年
特
別
部
に
な
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
五
三
一
―
二
条
―
第
一
審
と
し
て
裁
定
を
下
す
少
年
重
罪
法

院
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
に
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
の
諸
規
定
が
適
用

さ
れ
る
。

第
２
節　

有
責
性
及
び
制
裁
に
関
す
る
決
定
に
対
す
る
控
訴

第
Ｌ
．
五
三
一
―
三
条
―
①
有
責
性
及
び
制
裁
に
関
す
る
決
定
は
、

刑
事
訴
訟
法
典
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
期
間
内
に
、
そ
の
態
様
に

従
っ
て
、
控
訴
さ
れ
う
る
。

②
少
年
に
有
責
性
を
宣
告
す
る
決
定
に
対
す
る
控
訴
に
お
い
て
、
控

訴
院
が
制
裁
に
関
す
る
決
定
の
前
に
有
責
性
に
関
す
る
決
定
に
対
す

る
控
訴
に
つ
き
裁
定
を
下
さ
な
か
っ
た
場
合
、
控
訴
は
、
控
訴
人
が

取
り
下
げ
な
い
限
り
、
同
時
に
有
責
性
に
関
す
る
決
定
と
制
裁
に
関

す
る
決
定
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

③
無
罪
の
決
定
に
対
す
る
控
訴
に
お
い
て
、
控
訴
院
は
、
少
年
に
対

し
非
難
が
向
け
ら
れ
て
い
る
行
為
に
つ
き
有
責
性
を
宣
告
し
、
第

Ｌ
．
五
二
一
―
九
条
の
諸
規
定
に
従
い
教
育
的
試
験
観
察
を
開
始
す

る
か
、
ま
た
は
、
第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
一
条
の
諸
規
定
に
従
い
新
た

な
行
為
に
進
行
中
の
教
育
的
試
験
観
察
期
間
が
及
ぶ
旨
確
認
す
る
場

合
、
必
要
に
応
じ
て
、
一
時
的
措
置
に
つ
い
て
裁
定
を
下
し
、
第
Ｌ
．

五
二
一
―
一
三
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
三
条
に
定
め
ら
れ
る
条

件
に
お
い
て
措
置
の
監
督
及
び
制
裁
に
関
す
る
公
判
を
設
定
す
る
権

限
を
有
す
る
少
年
係
判
事
に
一
件
書
類
を
移
送
す
る
。
但
し
、
控
訴

院
は
、
第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
条
の
諸
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
ま

た
は
、
原
判
決
が
第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
六
条
に
定
め
ら
れ
る
態
様
に

従
っ
て
下
さ
れ
た
場
合
、
一
回
の
公
判
で
裁
定
を
下
す
。

第
３
節　

保
安
的
措
置
に
対
す
る
控
訴

第
Ｌ
．
五
三
一
―
四
条
―
有
責
性
を
審
理
す
る
公
判
に
お
い
て
宣
告

さ
れ
、
ま
た
は
、
教
育
的
試
験
観
察
中
に
宣
告
さ
れ
た
司
法
統
制
処

分
、
電
子
監
視
付
居
住
指
定
及
び
勾
留
を
命
じ
る
決
定
に
対
す
る
控

訴
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
一
九
四
条
及
び
第
一
九
九
条
に
よ
っ
て
予

審
部
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
そ
の
態
様
に
従
い
、
少
年
特
別

部
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
る
。

第
２
章　

故
障
申
立

第
Ｌ
．
五
三
二
―
一
条
―
①
刑
事
訴
訟
法
典
第
五
四
五
条
に
挙
げ
ら

（法政研究�88－1－28）
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れ
る
故
障
申
立
に
関
す
る
諸
原
則
は
、
少
年
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
る

違
警
罪
裁
判
所
の
判
決
に
適
用
さ
れ
る
。
同
法
典
第
四
八
九
条
乃
至

第
四
九
三
条
に
挙
げ
ら
れ
る
諸
原
則
は
、
少
年
係
判
事
及
び
少
年
裁

判
所
の
判
決
に
適
用
さ
れ
る
。

②
有
責
性
を
審
理
す
る
公
判
に
お
い
て
少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁

判
所
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
決
定
に
対
し
て
な
さ
れ
る
故
障
申
立
の

場
合
、
判
決
裁
判
機
関
は
、
故
障
申
立
か
ら
二
ヶ
月
以
内
に
改
め
て

裁
定
を
下
す
。

�

（
井
上
宜
裕
）

�

（
未
完
）

【
付
記
】
本
研
究
は
、
二
〇
二
〇
年
度
末
延
財
団
研
究
会
助
成
の
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

（88－1－29）


